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○ 取扱い 

 関節リウマチ（初診時・経過観察時）に対する E202 磁気共鳴コンピュ

ーター断層撮影（MRI 撮影）（四肢）の算定は、原則として認められる。 

 

○ 取扱いの根拠 

 関節リウマチに対する磁気共鳴コンピューター断層撮影（MRI 撮影）

は、関節、軟部組織、骨内部の評価に有用であり、滑膜炎の描出や X 線写

真で認識できない骨変化の評価などが可能である。 

 以上のことから、関節リウマチ（初診時・経過観察時）に対する E202 

磁気共鳴コンピューター断層撮影（MRI 撮影）（四肢）の算定は、原則と

して認められると判断した。 

 


